
　　　　　　　 　　　

○平成２４（２０１２）年に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」

という。）に基づき、平成２６（２０１４）年 11 月に尾張旭市新型インフルエンザ等対策行動

計画（以下「市行動計画」という。） を策定しました。  

○新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏まえ、令和６（２０２４）年７月に新型インフ

ルエンザ等対策政府行動計画（以下「政府行動計画」という。）が、令和７（２０２５）年６月

に愛知県新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「県行動計画」という。）が改定されたため、

市行動計画についても改定するものです。  

○特措法第８条第１項により、市町村行動計画は都道府県行動計画に基づき作成することが義務

付けられている。市行動計画は政府行動計画及び県行動計画との整合性を図ります。  

○感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護します。 

○市民生活・地域経済に及ぼす影響が最小となるようにします。 

○新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症（特措法第２条第１項に規定する感染症） 

○政府行動計画及び県行動計画の対策項目の 13 項目中、特措法第８条第２項に基づき以下の７

項目とし、平時における対応やワクチンについての内容を充実させました。  

 
１．計画改定の経緯

 
2．市町村計画の改定について

 
３．対策の目的

 
４．対象の感染症

 
５．対策項目

 対 策 項 目 新 計 画  
（ 市 ）

旧 計 画  
（ 市 ）

新 計 画  
（ 国 ・ 県 ）

旧 計 画  
（ 国 ・ 県 ）

 ①実施体制 〇 〇 〇 〇

 ②情報収集・分析 — —  

(情報収集・ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ)

〇 〇 

(情報収集・ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ)  ③サーベイランス — 〇

 ④情報提供・共有、  

リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー

ション

〇 〇 〇 〇

 ⑤水際対策 — — 〇 —

  ⑥まん延防止 〇 〇 〇 〇

 ⑦ワクチン 〇 — 〇 —

 ⑧医療 — 〇 〇 〇

 ⑨治療薬・治療法 — — 〇 —

 ⑩検査 — — 〇 —

 ⑪保健 〇 — 〇 —

 ⑫物資 〇 — 〇 —

 ⑬ 市 民 の 生 活 及 び 地

域経済の安定の確保
〇 〇 〇 〇

○有事の際の対応策を整理し、準備期（平時）の取り組みの充実を図るものとする。全体を以下

の３期に分けて記載します。  

準備期：感染症が発生する前段階（平時）  

初動期：感染症の発生初期（新型インフルエンザ等に位置づけられる可能性がある感染症が発生

した段階）  

対応期：感染症のまん延以降、収束するまで(封じ込めを念頭に対策対応する時期～特措によらな

い基本的な感染症対策に移行する時期）  

 
6．フェーズごとの計画

 準 備 期 初 動 期 対 応 期

 ①実施体制 ・市行動計画等の作成や体制整  

備・強化  

・実践的訓練の実施  

・関係機関との連携体制構築

・市対策本部の設置等の体制整備  

・対策の実施に必要な予算の確保  

・感染症対応への実施体制の整備  

・緊事態措置の総合調整  

 ②情報提供・共有、

リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ

ーション

・感染症に関する情報提供・共  

有体制の構築  

・差別や偽・誤情報に関する啓  

　発

・市民との双方向のコミュニケ  

ーションの実施（相談窓口の  

設置等）  

・県と連携したまん延防止対策  

の準備

・市民の関心事項等を踏まえ、引  

き続き取り組みを実施

 ③まん延防止 ・基本的な感染対策やまん延防止  

対策への理解促進（情報提供）

・まん延防止に備えた業務継続計  

画に基づく対応準備

・まん延防止対策の実施

 ④ワクチン ・ワクチンの供給・接種体制  

（特定接種、住民接種）の構  

築  

・関係機関との連携

・国や県からの情報収集  

・接種体制の構築【人員・会場・ 

物品等の確保、運営準備】

・接種の実施  

・健康被害救済制度への対応  

・市民への接種に係る情報提供

 ⑤保健 ・研修・訓練を通じた人材育成  

・情報の収集分析、情報提供・共  

有、連携の基盤づくり

・保健所の応援派遣要請に対す  

る協力体制の構築  

・相談体制の整備

・県の要請に応じた健康観察及び  

生活支援の実施  

・感染状況に応じた対応の実施

 ⑥物資 ・感染症対策物資等の備蓄 ・備蓄物資等の供給に関する相互  

協力

・国・県の要請に応じた連携・協力

 ⑦ 市 民 の 生 活 及

び 地 域 経 済 の 安

定の確保

・国・県との情報共有体制の整備  

・生活支援のための仕組みの整備  

・火葬体制の構築

・事業者の事業継続に向けた準  

備の勧奨  

・火葬能力の増強体制の準備、  

臨時遺体安置所の準備

・心身への影響に係る施策の実施  

・生活支援を要する者への支援  

・埋火葬の円滑な実施に必要な措  

置・手続

 
7．各論７項目の概要

※下線部分は新規項目


